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者
と
し
て
の
立
場
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
仏
教
へ
の
深
い
理
解
が
憶

良
の
教
養
だ
と
す
れ
ば
、
仏
教
に
背
く
愛
や
生
へ
の
執
着
を
詩
歌
の
主
題
と
す

る
態
度
は
、
む
し
ろ
、
仏
教
と
い
う
思
想
の
み
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
る
問
題

で
は
な
く
、
官
人
憶
良
の
基
本
の
思
想
と
し
て
あ
る
儒
教
と
の
対
峙
に
よ
っ
て

生
起
す
る
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
憶
良
が
教
養
と
す
る
仏
教
は
、
後
漢
に
中
国
に
入
り
六
朝
時
代
を
通
し

て
形
成
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
あ
る
。
古
代
の
東
ア
ジ
ア
（
主
と
し
て
中

国
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
）
で
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
思
想
体
系
と
し

て
の
仏
教
は
、
イ
ン
ド
に
発
生
し
周
辺
諸
国
・
地
域
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
東
ア
ジ
ア
で
あ
る
。
仏
教
は
世
界
宗
教
と
い
う
性
格
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
諸
国
・
諸
地
域
の
文
化
や
宗
教
な
ど
と
対
立
、
ま
た
は
融
合
の
過
程

を
た
ど
っ
て
き
た（

５
）

。
六
朝
時
代
か
ら
初
唐
に
か
け
て
は
、
儒
教
・
道
教
の
上
に

仏
教
が
加
わ
り
激
し
い
対
立
と
と
も
に
、
儒
・
仏
・
道
の
三
教
が
一
致
す
る
教

え
で
あ
る
こ
と
を
説
く
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
古
代
日
本
が
受
け
入
れ
た
仏
教
は
、

そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
抱
え
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
渦
巻
く
中
に
憶
良
の
作
品
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
か

か
る
東
ア
ジ
ア
の
思
想
状
況
が
憶
良
に
衝
撃
を
与
え
異
色
の
作
品
を
詠
ま
せ
る

根
拠
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
憶
良
は
大
宝
元
（
七
○
一
）
年
の
第
七
次
遣
唐
使
少
録
に
選
任
さ

れ
、
唐
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
憶
良
が
唐
に
あ
っ
て
則
天
武
后
時
代
の

唐
の
思
想
界
を
つ
ぶ
さ
に
経
験
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
代
の
唐
は
仏

一
、
は
じ
め
に

異
色
の
万
葉
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
山
上
憶
良
は
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の

素
養
が
う
か
が
え
る
詩
文
の
あ
り
よ
う
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
出
自
や
教
養
の
基

底
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
憶
良
の
作
品
中
に

見
ら
れ
る
漢
籍
・
仏
典
の
知
識
は
該
博
だ
と
い
う
指
摘
は
多
く
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
該
博
な
知
識
の
理
由
と
し
て
、
前
半
生
に
写
経
生
だ
っ
た
と
す
る
説（

１
）

、

僧
籍
に
あ
っ
た
と
す
る
説（

２
）

、
百
済
か
ら
の
亡
命
渡
来
人
と
い
う
境
遇
に
あ
っ
た

と
す
る
説（

３
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
知
識
や
境
遇

に
あ
る
こ
と
と
、
憶
良
が
異
色
な
作
品
を
積
極
的
に
詠
む
と
い
う
こ
と
と
は
、

必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
仏
教
の
教
理
の
上
で
は
、
音
曲
・
詩

歌
は
仏
道
修
行
の
妨
げ
に
な
る
も
の
と
し
て
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る（

４
）

。
憶
良
が
仏

教
教
理
・
仏
典
に
通
暁
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
し
ば
し
ば
提
唱
し
た
、

〈
愛
〉
や
、〈
生
へ
の
執
着
〉〈
死
へ
の
恐
怖
〉
な
ど
を
詩
歌
で
披
露
す
る
こ
と
に
、

ど
の
よ
う
な
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
た
の
か
が
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
憶
良
が
僧
籍
に
あ
る
こ
と
は
不
明
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
仏
教

山
上
憶
良
と
東
ア
ジ
ア
の
仏
教

　

―
倍
俗
先
生
と
山
沢
亡
命
の
民
を
め
ぐ
っ
て
―

 

山
口　
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史
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を
反か

へ

さ
し
む
。
歌
に
曰
は
く

父
母
を　

見
れ
ば
尊
し　

妻
子
見
れ
ば　

め
ぐ
し
愛う

つ
く

し　

世
の
中
は　

か
く
ぞ

道こ
と
わ
り理　

黐も
ち
ど
り鳥
の　

か
か
ら
は
し
も
よ　

行
方
知
ら
ね
ば　

穿う
け
ぐ
つ沓
を　

脱
き
棄す

つ

る

如
く　

踏
み
脱ぬ

き
て　

行
く
ち
ふ
人
は　

石
木
よ
り　

生な

り
出で

し
人
か　

汝な

が

名
告
ら
さ
ね　

天
へ
行
か
ば　

汝
が
ま
に
ま
に　

地つ
ち

な
ら
ば　

大
君
い
ま
す
こ

の
照
ら
す　

日
月
の
下
は　

天
雲
の　

向む
か

伏ぶ

す
極
み　

谷た
に
ぐ
く蟆
の　

さ
渡
る
極
み

聞
こ
し
食を

す　

国
の
ま
ほ
ら
ぞ　

か
に
か
く
に　

欲
し
き
ま
に
ま
に　

然し
か

に
は

あ
ら
じ
か
（
巻
五
・
八
○
○
）

　
　
　
　

反
歌

ひ
さ
か
た
の
天あ

ま

路ぢ

は
遠
し
な
ほ
な
ほ
に
家
に
帰
り
て
業な

り

を
為し

ま
さ
に

（
同
・
八
○
一（

６
）

）

こ
の
「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
の
歌
」
は
、
家
族
を
棄
て
て
山
沢
に
逃
れ

修
道
を
志
す
倍
俗
先
生
と
い
う
男
の
惑
い
を
反
す
こ
と
を
主
旨
と
す
る
作
品
で

あ
る
。
こ
れ
を
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
。
土

屋
文
明
の
『
万
葉
集
私
注
』
で
は
、
憶
良
が
国
司
と
し
て
の
立
場
か
ら
人
民
の

逃
亡
を
諫
め
た
、
と
い
う
内
容
の
見
解
を
出
し
て
い
る（

７
）

。
井
村
哲
夫
は
憶
良
の

国
司
と
し
て
の
立
場
を
認
め
つ
つ
も
、「
天
国
へ
の
未
練
を
捨
て
て
、
無
智
な

世
間
の
、
愛
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
日
々
の
生
活
を
選
び
取
ろ
う
と
し
た
も
の
」

と
し
、「
憶
良
痛
恨
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を
見
る（

８
）

。
芳
賀
紀
雄
は
、
私
度
僧
論
難

の
内
容
を
有
し
て
お
り
、
国
司
以
前
の
人
間
と
し
て
の
「
情
」
に
訴
え
よ
う
と

前
道
後
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
仏
教
を
優
先
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
唐

の
思
想
状
況
を
身
に
つ
け
て
帰
国
し
た
知
識
人
・
山
上
憶
良
の
作
品
を
考
察
す

る
上
で
、
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
文
化
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
欠
か
せ
な

い
視
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
思
想
状
況
を
正
面
か
ら

捉
え
た
作
品
と
し
て
、「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
の
歌
」（
巻
五
・
八
○
○
～

八
○
一
）
が
あ
る
。
こ
の
作
品
を
通
し
て
憶
良
と
東
ア
ジ
ア
仏
教
と
の
関
わ
り

に
よ
る
作
品
形
成
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
倍
俗
先
生
と
惑
情
と
い
う
主
題

憶
良
が
当
面
す
る
問
題
は
、
家
族
と
そ
の
家
族
へ
の
愛
で
あ
る
。
家
族
や
そ

の
家
族
へ
の
愛
は
儒
教
の
根
幹
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
思
想
と
激

し
く
対
立
す
る
問
題
と
し
て
当
時
の
社
会
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
代
表

す
る
作
品
が
憶
良
の
「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
の
歌
」
で
あ
る
。

　
　
　
　

惑ま
と

へ
る
情こ

こ
ろ

を
反か

へ

さ
し
む
る
の
歌
一
首
并
せ
て
序

或あ
る

は
人
あ
り
。
父
母
を
敬
ふ
こ
と
を
知
り
て
、
侍じ

や
う養
を
忘
れ
、
妻
子
を
顧

み
ず
し
て
、
脱だ

つ
し屣
よ
り
も
軽
み
す
。
自
ら
倍
俗
先
生
と
称い

ふ
。
意
気
は
青

雲
の
上
に
揚あ

が

る
と
い
へ
ど
も
、
身
体
は
猶な

ほ

塵
俗
の
中
に
在
り
。
い
ま
だ
修

行
得
道
の
聖ひ

じ
り

を
験あ

ら
は

さ
ず
。
蓋け

だ

し
こ
れ
山さ

ん
た
く沢

に
亡
命
す
る
民
な
ら
む
。
所か

れ以
、

三さ
ん
か
う綱
を
指
示
し
、
更ま

た

五
教
を
開
き
、
遺お

く

る
に
歌
を
以
ち
て
し
て
、
そ
の
惑

ま
と
ひ
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こ
こ
で
「
倍
俗
先
生
」
の
性
格
を
考
え
る
上
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
東
ア

ジ
ア
の
宗
教
状
況
の
中
で
考
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
辰
巳
正
明
に

よ
る
と
、「
倍
俗
先
生
」
の
あ
り
か
た
は
、
六
朝
か
ら
唐
代
に
い
た
る
儒
仏
論

争
の
言
説
の
反
映
だ
と
い
う）

（1
（

。
そ
こ
で
は
、「
倍
俗
先
生
が
父
母
を
侍
養
で
き

な
い
理
由
は
、
修
行
得
道
の
た
め
に
俗
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
、
よ
っ

て
「
倍
俗
先
生
は
出
家
に
よ
り
修
行
得
道
の
聖
と
な
る
こ
と
を
志
し
た
男
が
モ

デ
ル）

（1
（

」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
倍
俗
先
生
」
は
明
ら
か
に
仏
教
の

側
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
憶
良
の
心
境
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
心
情
は
「
惑
」
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
惑
」
の
表
明

は
「
奈
良
朝
に
お
い
て
は
極
め
て
先
鋭
的
な
意
識）

（1
（

」
だ
と
い
う
。

こ
の
「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
の
歌
」
で
は
、「
倍
俗
先
生
」
は
「
山
沢

亡
命
の
民
と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
奈
良
朝
初
頭
の
新
た
な
宗
教
・
思
想
世
界

に
生
き
る
男）

11
（

」
だ
と
い
う
。「
修
行
得
道
の
聖
」
を
志
向
し
つ
つ
も
な
り
き
れ

な
い
人
物
造
形
に
憶
良
自
身
の
姿
を
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
憶
良
は
、
世
俗
を
捨

て
て
山
林
に
行
く
人
々
に
対
し
て
、
結
局
天
皇
の
治
め
る
国
土
な
の
だ
か
ら
帰

順
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。
し
か
し
、
山
林
に
逃
亡
す
る
「
倍
俗
先
生
」
側

へ
の
共
感
・
共
鳴
も
う
か
が
え
る
。

三
、
山
沢
亡
命
と
山
林
仏
教
の
広
が
り

奈
良
仏
教
の
性
格
と
し
て
、「
国
家
仏
教
」
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る

し
た
も
の
と
す
る（

９
）

。

問
題
に
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
の
歌
」
と
い
う

題
詞
、
漢
文
序
の
内
容
と
、
和
歌
の
内
容
と
の
乖
離
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
題

詞
で
は
、「
心
の
迷
い
を
直
さ
せ
る
歌）

（1
（

」、「
人
間
の
本
性
に
そ
む
い
た
心
の
迷

い
を
正
そ
う
と
し
た
歌）

（（
（

」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
、「
山
沢
」
に
「
亡
命
」
す
る
人

民
を
諭
す
主
題
を
有
す
る
よ
う
に
読
め
る
。
序
文
で
は
、
脱
俗
の
志
を
持
つ

「
倍
俗
先
生
」
が
、「
父
母
」「
妻
子
」「
塵
俗
」
か
ら
の
離
脱
を
志
向
し
つ
つ
も
、

自
身
の
「
惑
」
の
心
に
よ
り
、
脱
俗
に
ふ
み
き
れ
な
い
彼
に
対
し
て
、
そ
れ
を

諭
す
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
あ
と
の
長
歌
は
、「
父
母
を　

見
れ
ば
尊
し　

妻
子
見
れ
ば

　

め
ぐ
し
愛
し
」と
あ
る
よ
う
に
、父
母
・
妻
子
へ
の
愛
着
を
詠
う
。
さ
ら
に「
黐

鳥
の　

か
か
ら
は
し
も
よ　

行
方
知
ら
ね
ば
」
と
あ
る
。
こ
の
語
句
の
解
釈
に

つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
父
母
も
妻
子
も
「
も
ち
と
り
」
で
つ
な

が
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
一
緒
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
こ
う
、
と
い

う
理
解
で
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
は
「
将
来
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で）

（1
（

」
と
い
う

解
釈
に
な
る
。
こ
れ
は
「
か
か
ら
は
し
も
よ
」
を
肯
定
的
に
解
釈
し
た
こ
と
に

よ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
も
ち
と
り
」
を
束
縛
と
と
ら
え
、「
い
く
ら
も
が
い

て
も
逃
れ
が
た
く）

（1
（

」、「
家
族
の
束
縛
を
黐
に
、
自
分
を
鳥
に
譬
え
て
い
る）

（1
（

」
と

す
る
解
釈
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
解
釈
に
せ
よ
、
肉
親
・
家
族
と
の
関
わ
り
は
断

ち
切
り
に
く
い
と
い
う
趣
旨
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
え
る
。こ
こ
で
の「
倍

俗
先
生
」
の
心
境
は
「
実
は
憶
良
の
真
情）

（1
（

」
だ
と
い
う
指
摘
は
肯
定
で
き
よ
う
。
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と
、賊
盜
と
、常
赦
の
免
さ
ぬ
と
は
、赦
の
限
に
在
ら
ず
。
山
沢
に
亡
命
し
、

禁
書
を
挟
蔵
し
て
、
百
日
首
さ
ぬ
は
、
復
罪
ふ
こ
と
初
の
如
く
せ
よ
。

    こ
こ
で
の「
亡
命
山
沢
」の
語
句
は「
賊
盗
律
」に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

③
賊
盗
律
４

凡
そ
謀
叛
れ
ば
、
絞
。
已
に
上
道
せ
ら
ば
、
皆
斬
。
謂
は
く
、
協
同
し
て

謀
り
計
れ
ば
、
乃
し
坐
せ
よ
。
駆
率
せ
ら
れ
た
る
者
を
ば
い
は
ず
。
余
の

条
の
駆
率
せ
ら
れ
む
も
、
此
に
準
へ
よ
。
子
は
中
流
。
若
し
部
衆
十
人
以

上
を
率
ゐ
た
ら
ば
、
父
子
は
遠
流
に
配
せ
よ
。
率
ゐ
た
る
所
、
十
人
に
満

た
ず
と
雖
も
、
故
を
以
て
害
為
せ
ら
ば
、
十
人
以
上
を
以
て
論
せ
よ
。
害

と
謂
ふ
は
、
攻
め
撃
ち
虜
掠
す
る
所
有
る
を
い
ふ
。
即
し
命
に
亡
げ
山
沢

に
し
て
、
追
喚
に
従
は
ず
は
、
謀
叛
を
以
て
論
せ
よ
。
其
れ
将
吏
に
抗
ひ

拒
へ
ら
ば
、
已
に
上
道
せ
る
を
以
て
論
せ
よ）

11
（

。

こ
の
条
は
謀
反
を
起
こ
し
て
逃
亡
し
た
も
の
へ
の
対
処
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
。
山
沢
に
逃
亡
し
て
召
喚
に
応
じ
な
い
者
は
謀
反
と
し
て
あ
つ
か
う
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。「
謀
叛
」
は
「
絞
」（
絞
首
刑
）
に
な
る
重
罪
で
あ
る
。

奈
良
朝
政
府
は
民
衆
に
仏
教
が
広
ま
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
で
あ
り
、
警
戒

心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
指
弾
の
対
象
に
な
っ
た
の
は

次
に
示
す
よ
う
に
薬
師
寺
僧
と
し
て
有
名
な
行
基
で
あ
っ
た
。

こ
と
で
あ
る
が）

1（
（

、
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
宗
教
を
、
国
家
の
統
制
の
も
と
に
お
こ

な
う
と
い
う
指
向
性
で
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
は
そ
の
矛
盾
が
噴
出
し
、
国
家
の

統
制
や
許
諾
を
受
け
な
い
僧
侶
の
横
行
（
私
度
僧
と
い
う
）
や
、
災
害
・
天
候

不
順
に
よ
る
人
心
動
揺
に
よ
る
呪
術
（
呪
詛
・
左
道
・
厭
魅
な
ど
）
の
流
行
な

ど
が
起
こ
っ
た
時
代
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る）

11
（

。
民
衆
の
「
亡
命
山
沢
」
も
そ

の
よ
う
な
中
で
起
こ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
に
は
、「
亡
命
山
沢
」
は
以
下
の
よ

う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

①
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
七
月
十
七
日
条

（
略
）
天
下
に
大
赦
し
た
ま
ふ
。
慶
雲
四
年
七
月
十
七
日
昧
爽
よ
り
以
前

の
大
辟
罪
以
下
、
罪
の
輕
重
と
無
く
、
已
発
覚
も
未
発
覚
も
、
咸
く
赦
除

せ
。
そ
の
八
虐
の
内
と
、
已
に
殺
し
訖
れ
る
と
、
強
盗
・
窃
盗
と
、
常
赦

の
免
さ
ぬ
と
は
、
並
に
赦
の
例
に
在
ら
ず
。
前
後
の
流
人
の
、
反
逆
の

縁
坐
と
移
郷
と
に
あ
ら
ぬ
者
は
、
並
に
放
ち
還
す
べ
し
。
山
沢
に
亡
命
し
、

軍
器
を
挾
蔵
し
て
、
百
日
首
さ
ぬ
は
、
復
罪
ふ
こ
と
初
の
如
く
せ
よ
。（
以

下
略）

11
（

）

②
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
正
月
十
一
日
条

天
下
に
大
赦
す
。
和
銅
元
年
正
月
十
一
日
昧
爽
よ
り
以
前
の
大
辟
罪
已

下
、
罪
の
軽
重
と
無
く
、
已
発
覚
も
未
発
覚
も
、
繋
囚
も
見
徒
も
、
咸
く

赦
除
せ
。
そ
の
八
虐
を
犯
せ
る
と
、
故
殺
人
と
、
謀
殺
人
の
已
に
殺
せ
る
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留
し
て
日
を
延
ぶ
る
こ
と
得
じ
。
実
に
主
司
厳
断
を
加
へ
ぬ
に
由
り
て
、

こ
の
弊
有
る
こ
と
を
致
せ
り
。
今
よ
り
以
後
、
更
に
然
す
る
こ
と
を
得
ざ

れ
。
村
里
に
布
れ
告
げ
て
、
勤
め
て
禁
止
を
加
へ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

    こ
こ
に
は
行
基
の
活
動
が
詳
細
に
み
え
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
仏
教
と
は
異

質
と
思
わ
れ
る
内
容
が
み
ら
れ
、
百
姓
を
妖
惑
し
て
道
俗
が
擾
乱
し
四
民
は
業

を
棄
て
た
と
い
う
。
行
基
の
名
前
は
出
な
い
が
、
そ
の
後
も
官
の
許
可
を
得
な

い
布
教
活
動
へ
の
禁
令
は
多
数
出
さ
れ
て
い
る
。

⑤
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
七
月
十
日
条

ま
た
奏
し
て
言
さ
く
、「
化
を
垂
れ
教
を
設
く
る
こ
と
、
章
程
に
資
り
て

方
に
通
す
。
俗
を
導
き
人
を
訓
ふ
る
こ
と
、
彝
典
に
違
ひ
て
即
ち
妨
ぐ
。

近
在
京
の
僧
尼
、
浅
識
軽
智
を
以
て
、
罪
福
の
因
果
を
巧
に
説
き
、
戒
律

を
練
ら
ず
し
て
、
都
裏
の
衆
庶
を
詐
り
誘
る
。
内
に
聖
教
を
黷
し
、
外
に

皇
猷
を
虧
け
り
。
遂
に
人
の
妻
子
を
し
て
剃
髮
刻
膚
せ
し
め
、
動
れ
ば
仏

法
と
称
し
て
、
輙
く
室
家
を
離
れ
し
む
。
綱
紀
に
懲
る
こ
と
無
く
、
親
夫

を
顧
み
ず
。
或
は
経
を
負
ひ
鉢
を
捧
げ
て
、
街
衢
の
間
に
乞
食
し
、
或
は

偽
り
て
邪
説
を
誦
し
て
、
村
邑
の
中
に
寄
落
し
、
聚
宿
を
常
と
し
て
、
妖

訛
群
を
成
せ
り
。
初
め
は
脩
道
に
似
て
、
終
に
は
姧
乱
を
挟
め
り
。
永
く

そ
の
弊
を
言
ふ
に
、
特
に
禁
断
す
べ
し
」
と
ま
う
す
。

    

④
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
二
十
三
日
条

詔
し
て
曰
は
く
、「
職
を
置
き
能
を
任
す
る
こ
と
は
。
愚
民
を
教
へ
導
く

所
以
な
り
。
法
を
設
け
制
を
立
つ
る
こ
と
は
、
其
れ
姧
非
を
禁
断
す
る
に

由
る
。
頃
者
、
百
姓
、
法
律
に
乖
き
違
ひ
て
、
恣
に
そ
の
情
に
任
せ
、
髪

を
剪
り
鬢
を
髠
り
て
、
輙
く
道
服
を
着
る
。
貌
は
桑
門
に
似
て
、
情
に

姧
盜
を
挾
む
こ
と
は
、
詐
僞
の
生
す
る
所
以
に
し
て
、
姦
宄
斯
よ
り
起
る
。

一
な
り
。
凡
そ
僧
尼
は
、
寺
家
に
寂
居
し
て
、
教
を
受
け
道
を
伝
ふ
。
令

に
准
る
に
云
は
く
、「
其
れ
乞
食
す
る
者
有
ら
ば
、
三
綱
連
署
せ
よ
。
午

よ
り
前
に
鉢
を
捧
げ
て
告
げ
乞
へ
。
此
に
因
り
て
更
に
餘
の
物
乞
ふ
こ
と

得
じ
。
方
に
今
、
小
僧
行
基
、
并
せ
て
弟
子
等
、
街
衢
に
零
疊
し
て
、
妄

に
罪
福
を
説
き
、
朋
党
を
合
せ
構
へ
て
、
指
臂
を
焚
き
剥
ぎ
、
門
を
歴
て

仮
説
し
て
、
強
ひ
て
餘
の
物
を
乞
ひ
、
詐
り
て
聖
道
と
称
し
て
、
百
姓

を
妖
惑
す
。
道
俗
擾
乱
し
て
、
四
民
業
を
棄
つ
。
進
み
て
は
釈
教
に
違
ひ
、

退
き
て
は
法
令
を
犯
す
。
二
な
り
。
僧
尼
は
仏
道
に
依
り
て
、
神
呪
を
持

し
て
溺
る
る
徒
を
救
ひ
、
湯
薬
を
施
し
て
痼
病
を
療
す
こ
と
、
令
に
聴
す
。

方
に
今
、
僧
尼
輙
く
病
人
の
家
に
向
ひ
、
詐
り
て
幻
怪
の
情
を
禱
り
、
戻

り
て
巫
術
を
執
り
、
逆
に
吉
凶
を
占
ひ
、
耄
穉
を
恐
り
脅
し
て
、
稍
く
求

む
る
こ
と
有
ら
む
こ
と
を
致
す
。
道
俗
別
無
く
、
終
に
姧
乱
を
生
す
。
三

な
り
。
如
し
重
き
病
有
り
て
救
ふ
べ
く
は
、
浄
行
の
者
を
請
し
、
僧
綱
に

経
れ
告
げ
て
、
三
綱
連
署
し
て
、
期
日
に
赴
か
し
め
よ
。
茲
に
因
り
て
逗
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し
て
都
鄙
を
周
遊
し
て
衆
生
を
教
化
す
。
道
俗
化
を
慕
ひ
て
追
従
す
る

者
、
動
す
れ
ば
千
を
以
て
数
ふ
。
所
行
く
処
和
尚
来
る
を
聞
け
ば
、
巷
に

居
る
人
无
く
、
争
ひ
来
り
て
礼
拝
す
。
器
に
随
ひ
て
誘
導
し
、
咸
善
に
趣

か
し
む
。
ま
た
親
ら
弟
子
等
を
率
ゐ
て
、
諸
の
要
害
の
処
に
橋
を
造
り
陂

を
築
く
。
聞
見
る
こ
と
の
及
ぶ
所
、
咸
来
り
て
功
を
加
へ
、
不
日
に
し
て

成
る
。
百
姓
今
に
至
る
ま
で
そ
の
利
を
蒙
れ
り
。
豊
桜
彦
天
皇
甚
だ
敬
重

し
た
ま
ふ
。
詔
し
て
、
大
僧
正
の
位
を
授
け
た
ま
ひ
、
并
せ
て
四
百
人
の

出
家
を
施
す
。
和
尚
、
霊
異
神
験
、
類
に
触
れ
て
多
し
。
時
の
人
号
け
て

行
基
菩
薩
と
曰
ふ
。
留
止
る
処
に
は
皆
道
場
を
建
つ
。
そ
の
畿
内
に
は
凡

そ
卌
九
処
、
諸
道
に
も
亦
往
々
に
在
り
。
弟
子
相
継
ぎ
て
皆
遺
法
を
守
り
、

今
ま
で
住
持
せ
り
。
薨
す
る
時
、
年
八
十
。

    ④
で
は
、「
小
僧
行
基
」
は
「
妄
に
罪
福
を
説
き
」、「
詐
り
て
聖
道
と
称
し
て
、

百
姓
を
妖
惑
」
し
て
、「
釈
教
に
違
ひ
」「
法
令
を
犯
す
」
存
在
だ
と
さ
れ
て
い

る
が
、
⑦
で
は
、「
霊
異
神
験
」「
行
基
菩
薩
」「
豊
桜
彦
天
皇
（
聖
武
天
皇
の

こ
と
）
甚
だ
敬
重
し
た
ま
ふ
」
と
ま
で
賞
賛
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、④
で
「
四

民
業
を
棄
つ
」
と
あ
る
よ
う
な
、
人
民
に
「
山
沢
亡
命
」
を
そ
そ
の
か
す
悪
人

だ
っ
た
行
基
が
、
⑦
で
は
す
っ
か
り
払
拭
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
そ
の
後
、
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
─
八
二
四
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
日

本
霊
異
記
』
で
は
、行
基
は
「
菩
薩
」
と
称
さ
れ
、一
貫
し
て
賛
嘆
の
的
と
な
っ

て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
七
縁
に
は
ま
と
ま
っ
た
形
の
行
基
の
簡
単
な

⑥
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
四
月
三
日
条

勅
し
た
ま
は
く
、「
内
外
の
文
武
の
百
官
と
天
下
の
百
姓
と
、
異
端
を
学

び
習
ひ
、
幻
術
を
蓄
へ
積
み
、
壓
魅
咒
咀
ひ
て
百
物
を
害
ひ
傷
る
者
有
ら

ば
、
首
は
斬
、
従
は
流
。
如
し
山
林
に
停
ま
り
住
み
、
詳
り
て
仏
の
法

を
道
ひ
、
自
ら
教
化
を
作
し
、
伝
へ
習
ひ
て
業
を
授
け
、
書
符
を
封
印
し
、

薬
を
合
せ
て
毒
を
造
り
、
万
方
に
怪
を
作
し
、
勅
禁
に
違
ひ
犯
す
者
有
ら

ば
、
罪
亦
此
く
の
如
く
せ
よ
。
そ
の
妖
訛
の
書
は
、
勅
出
で
て
以
後
五
十

日
の
内
に
首
し
訖
れ
。
若
し
限
り
の
内
に
首
さ
ず
し
て
後
に
糺
し
告
げ
ら

る
る
者
有
ら
ば
、
首
・
従
を
問
は
ず
、
皆
咸
く
流
に
配
せ
む
。
そ
の
糺
し

告
ぐ
る
人
に
は
絹
卅
疋
を
賞
は
む
。
便
ち
罪
せ
る
家
に
徴
ら
む
」
と
の
た

ま
ふ
。

    行
基
の
布
教
や
業
績
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る）

11
（

。『
続
日
本
紀
』

天
平
三
年
（
七
三
一
）
八
月
条
の
記
事
（「
行
基
法
師
」
の
弟
子
に
「
入
道
」

を
許
す
、
と
い
う
内
容
）
か
ら
、
こ
れ
以
降
、
行
基
集
団
へ
の
禁
断
政
策
が
緩

和
さ
れ
た
と
の
見
方
も
あ
る）

11
（

。
次
の
⑦
は
行
基
遷
化
伝
で
あ
る
。

⑦
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
二
月
二
日
条

大
僧
正
行
基
和
尚
遷
化
す
。
和
尚
は
薬
師
寺
の
僧
な
り
。
俗
姓
は
高
志
氏
、

和
泉
国
の
人
な
り
。
和
尚
は
真
粋
天
挺
に
し
て
、
徳
範
夙
く
彰
る
。
初
め

出
家
せ
し
と
き
、
瑜
伽
唯
識
論
を
読
み
し
即
ち
そ
の
意
を
了
り
ぬ
。
既
に
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あ
る
。
曇
蔵
に
と
っ
て
の
葛
藤
は
、
親
や
結
婚
な
ど
の
塵
俗
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ

て
、
一
心
に
「
観
音
」
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、

「
山
沢
」
に
「
亡
命
」
し
て
全
て
の
俗
事
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
が
解
消

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
憶
良
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
父
母
」
や
「
妻
子
」
と
い
っ
た
家
族
と

い
う
塵
俗
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
悩
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を

ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
で
き
な
い
葛
藤
・
屈
折
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

⑨
釈
道
宣
撰
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
三
、
釈
曇
蔵
伝
（
大
正
蔵
五
十
、
五

二
五
ｃ
）

釈
曇
蔵
。
姓
楊
氏
。
弘
農
華
陰
人
。
家
世
望
門
。
清
心
自
遠
。
年
十
五
。

占
者
謂
為
寿
レ

短
。
二
親
哀
レ

之
即
為
二

姻
媾
一

。
既
本
非
レ

情
。
慮
レ

有
二

推

逼
一

。
遂
逃
二

亡
山
沢
一

。
惟
念
二

誰
度
一

行
至
二

外
野
一

。
少
非
二

遊
践
一

莫
レ

知

二

投
告
一

。
但
念
二

観
音
一

。
久
値
二

一
人
一

貌
黒
而
駆
二

二
牛
一

。
因
問
二

所
レ

従

可
レ

得
レ

宿
不
一

。
便
告
レ

蔵
曰
。
西
行
有
レ

寺
不
レ

遠
当
レ

至
。
尋
聞
二

鍾
声
一

。

忽
見
二

僧
寺
一

。
因
求
二

剃
落
一

便
遂
二

本
心
一

。
即
遣
レ

出
レ

門
可
レ

行
百
歩
。

廻
望
不
レ

見
久
乃
天
明
。

    ま
た
、梁
の
慧
皎
撰
述
の
『
高
僧
伝
』（
五
一
九
年
成
立
か
）
に
は
「
山
沢
」

で
修
行
す
る
僧
侶
の
事
績
が
記
さ
れ
て
い
る
。

伝
が
あ
る
。

    
⑧
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
七
縁

時
に
沙
弥
行
基
と
い
ふ
ひ
と
有
り
き
。
俗
姓
は
越
史
な
り
。
越
後
国
頸
城

郡
の
人
な
り
。
母
は
和
泉
国
大
鳥
郡
の
人
、
蜂
田
薬
師
な
り
。
俗
を
捨
て

欲
を
離
れ
、
法
を
弘
め
迷
を
化
す
。
器
宇
聡
敏
く
し
て
、
自
然
生
に
知
る
。

内
に
は
菩
薩
の
儀
を
密
め
、
外
に
は
声
聞
の
形
を
現
す
。
聖
武
天
皇
、
威

徳
に
感
ず
る
が
故
に
、
重
み
し
信
じ
た
ま
ふ
。
時
の
人
欽
み
貴
び
、
美
め

て
菩
薩
と
称
ふ
。
天
平
の
十
六
年
の
甲
申
の
冬
の
十
一
月
に
大
僧
正
に
任

ぜ
ら
る）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、『
続
日
本
紀
』
や
律
令
に
み
ら
れ
る
「
亡
命
山
沢
」
は
、
取

り
締
ま
る
側
に
と
っ
て
は
厳
罰
に
値
す
る
極
悪
の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教

の
立
場
か
ら
す
る
と
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
唐
・
道
宣
（
五
九
六
─
六

六
七
）
撰
述
の
『
続
高
僧
伝
』（
七
世
紀
半
ば
成
立
）
の
釈
曇
蔵
伝
に
は
「
逃

亡
山
沢
」（
大
正
蔵
五
十
、
五
二
五
ｃ
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
理
想
の

仏
道
修
行
者
の
謂
と
し
て
あ
る
。
釈
曇
蔵
は
十
五
歳
で
短
命
だ
と
予
言
さ
れ
る
。

そ
れ
を
悲
し
ん
で
両
親
は
早
め
に
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
本
意
で
は
な
い
彼

は
「
山
沢
」
に
「
逃
亡
」
し
て
観
音
を
念
じ
る
。「
山
沢
」
は
仏
道
修
行
を
行

う
上
で
の
理
想
郷
で
あ
り
、「
逃
亡
」
は
世
俗
・
塵
俗
を
免
れ
る
積
極
的
な
態

度
の
表
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
仏
教
修
行
者
に
と
っ
て
の
理
想
で
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音
、
香
の
煙
が
空
中
か
ら
や
っ
て
来
る
の
を
、
時
を
同
じ
く
す
る
仲
間
数

十
人
が
そ
ろ
っ
て
耳
に
し
目
に
し
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

    

⑪
梁
・
慧
皎
撰
述
『
高
僧
伝
』
巻
十
一
、
釈
法
晤
伝
（
大
正
蔵
五
十
、
三

九
九
ｃ
）

釈
法
晤
。
斉
人
。
家
以
田
桑
為
業
。
有
男
六
人
普
皆
成
長
。
晤
年
五

十
喪
妻
。
挙
家
欝
然
慕
道
。
父
子
七
人
悉
共
出
家
。
南
至
武
昌
履
行
山
水
。

見
樊
山
之
陽
可
為
幽
栖
之
処
。
本
隠
士
郭
長
翔
所
止
。
於
是
有
意
終
焉
。

時
武
昌
太
守
陳
留
阮
晦
。
聞
而
奇
之
。
因
為
剪
逕
開
山
造
立
房
室
晤
不
食

粳
米
常
資
麦
飯
。
日
一
食
而
已
。
誦
大
小
品
法
華
。
常
六
時
行
道
。
頭
陀

山
沢
不
避
虎
兕
。
有
時
在
樹
下
坐
禅
。
或
経
日
不
起
以
斉
永
明
七
年
卒
於

山
中
。
春
秋
七
十
有
九
。

    

釈
法
晤
は
斉
の
人
で
あ
る
。
一
家
は
農
業
養
蚕
を
生
業
と
し
、
六
人
の
息

子
が
あ
っ
て
、
そ
ろ
っ
て
立
派
に
成
人
し
た
。
法
晤
は
五
十
歳
に
し
て
妻

を
な
く
し
、
一
家
を
挙
げ
て
む
ら
む
ら
と
仏
道
を
慕
う
気
持
ち
を
起
こ

し
、
親
子
七
人
は
そ
ろ
っ
て
一
緒
に
出
家
し
た
。
南
の
か
た
武
昌
に
至
り
、

山
水
を
検
分
し
て
ま
わ
っ
て
、
樊
山
の
南
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
の
に
ふ

さ
わ
し
い
場
所
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
は
そ
も
そ
も
隠
士
の
郭
長
翔
が
住

ま
っ
て
い
た
所
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
こ
を
終
焉
の
地
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
そ
の
時
、
武
昌
太
守
の
陳
留
の
阮
晦
は
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
て
感
心

⑩
梁
・
慧
皎
撰
述
『
高
僧
伝
』
巻
十
一
、
釈
浄
度
伝
（
大
正
蔵
五
十
、
三

九
八
ｃ
）

釈
浄
度
。
呉
興
餘
杭
人
。
少
愛
遊
猟
。
嘗
射
孕
鹿
堕
胎
。
鹿
母
銜
痛

猶
就
地
舐
子
。
度
乃
心
悟
。
因
摧
弓
折
矢
出
家
蔬
食
。
誦
経
三
十
餘
万
言
。

常
独
処
山
沢
坐
禅
習
誦
。
若
邑
中
有
斎
集
。
輒
身
然
九
燈
。
端
然
達
曙
。

以
為
供
養
。
如
此
者
累
年
。
後
忽
告
弟
子
云
。
令
辦
香
湯
洗
浴
。
説
法
数

千
章
。
誡
以
生
死
因
果
。
言
訖
奄
然
而
化
。
簫
鼓
香
煙
自
空
而
至
。
同
時

眷
属
数
十
人
皆
所
聞
見
。

    

釈
浄
度
は
呉
興
余
杭
の
人
で
あ
る
。
若
く
し
て
狩
猟
好
き
で
あ
り
、
あ

る
時
、
身
ご
も
っ
て
い
る
鹿
を
弓
で
射
て
流
産
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

母
鹿
は
苦
痛
を
こ
ら
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
地
面
に
這
い
つ
く
ば
っ

て
子
鹿
を
舐
め
ず
り
ま
わ
し
て
い
る
。
浄
度
は
そ
こ
で
心
に
は
っ
と
悟

り
、
そ
れ
を
機
に
弓
を
く
だ
き
矢
を
へ
し
折
り
、
出
家
し
て
菜
食
を
行
っ

た
。
経
典
三
十
余
万
言
を
諷
誦
し
、
い
つ
も
た
っ
た
一
人
で
山
沢
で
生
活

し
、
坐
禅
を
し
経
典
を
読
誦
し
た
。
も
し
町
で
斎
会
が
あ
る
と
、
必
ず

き
ま
っ
て
自
分
の
体
に
九
つ
の
灯
明
を
と
も
し
て
夜
が
明
け
る
ま
で
端

然
と
し
て
坐
し
、
そ
れ
を
供
養
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
年
を
重
ね
た
。

そ
の
後
、
突
然
の
こ
と
、
弟
子
た
ち
に
香
湯
を
用
意
さ
せ
る
よ
う
に
と
告

げ
、
沐
浴
し
た
う
え
、
数
千
章
に
及
ぶ
説
法
を
行
い
、
生
死
の
因
果
に
つ

い
て
戒
め
、
言
い
お
わ
る
と
た
ち
ま
ち
に
し
て
遷
化
し
た
。
笛
や
太
鼓
の
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人
至
。
形
甚
端
正
。
羽
衛
連
翩
。
下
席
礼
敬
自
称
弟
子
居
在
七
里
任
周

此
地
承
法
師
至
。
故
来
展
礼
。
富
陽
県
人
故
冬
鑿
麓
山
下
為
甎
侵
壌
龍
室
。

群
龍
共
忿
作
三
百
日
不
雨
。
今
已
一
百
餘
日
井
池
枯
涸
田
種
永
罷
。
法
師

既
道
徳
通
神
。
欲
仰
屈
前
行
。
必
能
感
致
潤
沢
蒼
生
。
功
有
帰
也
。
超
曰
。

興
雲
降
雨
本
是
檀
越
之
力
。
貧
道
何
所
能
乎
。
神
曰
。
弟
子
部
曲
止
能
興

雲
不
能
降
雨
。
是
故
相
請
耳
。
遂
許
之
。
神
倏
忽
而
去
。
超
乃
南
行
経
五

日
至
赤
亭
山
。
遥
為
龍
呪
願
説
法
。
至
夜
群
龍
悉
化
作
人
。
来
詣
超
礼
拝
。

超
更
説
法
。
因
乞
三
帰
。
自
称
是
龍
。
超
請
其
降
雨
。
乃
相
看
無
言
。
其

夜
又
与
超
夢
云
。
本
因
忿
立
誓
。
法
師
既
導
之
以
善
。
輒
不
敢
違
命
明
日

晡
時
当
降
雨
。
超
明
旦
即
往
臨
泉
寺
。
遣
人
告
県
令
。
辦
船
於
江
中
。
転

海
龍
王
経
。
県
令
即
請
僧
浮
船
石
首
。
転
経
裁
竟
。
遂
降
大
雨
。
高
下
皆
足
。

歳
以
獲
収
。
超
以
永
明
十
卒
年
。
春
秋
七
十
有
四
。

    

釈
曇
超
、
俗
姓
は
張
は
清
河
の
人
で
あ
る
。
身
の
丈
は
八
尺
、
な
か
な

か
立
派
な
容
姿
で
あ
っ
た
。
菜
食
を
行
い
麻
布
の
衣
を
着
け
、
食
事
は
日

に
一
度
の
中
食
だ
け
で
す
ま
せ
た
。
初
め
都
（
建
康
）
の
龍
華
寺
に
住

し
、
元
嘉
（
四
二
四
─
四
五
三
）
の
末
に
南
の
か
た
始
興
に
旅
を
し
て

あ
ま
ね
く
山
水
を
見
て
ま
わ
り
、
た
っ
た
一
人
で
樹
下
に
宿
っ
て
も
虎

や
兕
が
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
明
年
間
（
四
五
七
─
四
六
四
）

に
都
に
戻
っ
た
。
南
斉
の
太
祖
が
即
位
す
る
と
、
勅
命
を
受
け
て
遼
東
に

赴
い
て
禅
道
を
弘
布
宣
揚
し
、
そ
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
二
年
、
大
い
に

し
、
そ
こ
で
彼
の
た
め
に
道
を
つ
け
山
を
切
り
開
き
、
僧
房
を
造
営
し
て

や
っ
た
。
法
晤
は
う
る
ち
米
を
食
ら
わ
ず
、
い
つ
も
麦
飯
を
糧
と
す
る
だ

け
で
、
日
ご
と
に
一
食
だ
け
で
す
ま
せ
た
。
大
品
、
小
品
の
『
般
若
経
』

と
『
法
華
経
』
を
普
住
諷
誦
し
、
常
に
昼
夜
六
時
に
わ
た
っ
て
行
道
し
、

山
沢
で
頭
陀
行
に
打
ち
こ
み
、
虎
や
兕
を
避
け
る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
時

は
樹
下
で
坐
禅
し
、
何
日
間
も
禅
定
か
ら
覚
め
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
南

斉
の
永
明
七
年
（
四
八
九
）
に
山
中
で
卒
し
た
。
享
年
は
七
十
九
。

ま
た
山
は
修
行
の
場
で
は
あ
る
が
、怪
異
・
霊
異
と
出
会
う
場
で
も
あ
る
。『
高

僧
伝
』
に
は
、
修
行
の
た
め
山
に
入
り
「
神
」
に
出
会
い
、
何
か
し
ら
の
真
理

に
目
覚
め
る
、
と
い
う
場
面
が
散
見
さ
れ
る
。
曇
超
は
「
山
」
で
「
神
」
と
出

会
い
、
不
思
議
な
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旱
魃
の
集
落
に
雨
を
降

ら
せ
る
ま
で
に
な
る
。

⑫
梁
・
慧
皎
撰
述
『
高
僧
伝
』
巻
十
一
、
釈
曇
超
伝
（
大
正
蔵
五
十
、
四

〇
〇
ａ
）

釈
曇
超
。
姓
張
。
清
河
人
。
形
長
八
尺
容
止
可
観
。
蔬
食
布
衣
一
中
而
已
。

初
止
上
都
龍
華
寺
。
元
嘉
末
南
遊
始
興
遍
観
山
水
。
独
宿
樹
下
虎
兕
不
傷
。

大
明
中
還
都
。
至
斉
太
祖
即
位
。
被
勅
往
遼
東
弘
讃
禅
道
。
停
彼
二
年
大

行
法
化
。
建
元
末
還
京
。
俄
又
適
銭
塘
之
霊
苑
山
。
毎
一
入
禅
累
日
不
起
。

後
時
忽
聞
風
雷
之
声
。
俄
見
一
人
秉
笏
而
進
。
称
厳
鎮
東
通
。
須
臾
有
一
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と
、
神
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
立
ち
去
っ
た
。
曇
超
は
そ
こ
で
南
に
旅
を
し
、

五
日
経
っ
て
赤
亭
山
に
到
着
す
す
と
、
遥
か
に
龍
に
呪
願
し
説
法
し
た
。

夜
に
な
っ
て
、
龍
ど
も
が
す
べ
て
人
間
の
姿
と
な
っ
て
曇
超
の
も
と
に

や
っ
て
来
て
礼
拝
し
た
。
曇
超
が
あ
ら
た
め
て
説
法
す
る
と
、
そ
れ
を
機

に
三
帰
戒
を
請
い
、
自
ら
龍
だ
と
名
乗
っ
た
。
曇
超
が
雨
を
降
ら
せ
る
よ

う
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
た
ま
ま
無
言
で
あ
る
。
そ

の
夜
に
な
っ
て
ま
た
も
や
曇
超
の
夢
に
現
れ
て
言
っ
た
。「
そ
も
そ
も
怒

り
に
駆
ら
れ
て
誓
い
を
立
て
た
の
だ
が
、
法
師
が
善
導
し
て
下
さ
っ
た
か

ら
に
は
、
む
ざ
む
ざ
ご
命
令
に
違
う
こ
と
は
せ
ぬ
。
明
日
の
夕
刻
に
き
っ

と
雨
を
降
ら
せ
ま
し
ょ
う
」。
曇
超
は
翌
朝
、
た
だ
ち
に
臨
泉
寺
に
赴
き
、

人
を
遣
わ
し
て
県
令
に
告
げ
、
船
を
川
の
中
に
用
意
さ
せ
て
『
海
龍
王

経
』
を
転
読
す
る
こ
と
と
し
た
。
県
令
は
さ
っ
そ
く
僧
を
招
い
て
船
を
石

首
に
浮
か
べ
、
経
典
の
転
読
が
や
っ
と
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
大
雨
が
降
っ

た
。
高
地
も
低
地
も
す
ベ
て
た
っ
ぷ
り
と
水
は
満
ち
、
そ
の
年
は
大
豊
作

と
な
っ
た
。
曇
超
は
永
明
十
年
（
四
九
二
）
に
卒
し
た
。
享
年
は
七
十
四
。

だ
が
⑬
・
⑭
に
あ
る
よ
う
に
、
山
は
猛
獣
や
怪
異
に
満
ち
た
絶
域
で
あ
り
、
命

を
落
と
す
危
険
が
あ
っ
た
。

⑬
梁
・
慧
皎
撰
述
『
高
僧
伝
』
巻
十
一
、
帛
僧
光
伝
（
大
正
蔵
五
十
、
三

九
五
ｃ
）

仏
法
の
教
化
を
行
っ
た
。
建
元
（
四
七
九
─
四
八
二
）
の
末
に
都
に
戻
っ

た
が
、
ほ
ど
な
く
ま
た
銭
塘
の
霊
隠
山
に
出
か
け
た
。
い
っ
た
ん
禅
定
に

人
る
と
、
何
日
間
も
覚
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
あ
る
時
の
こ
と
、

突
然
、
風
と
雷
の
音
が
聞
こ
え
、
に
わ
か
に
し
て
一
人
の
お
と
こ
が
笏
を

手
に
し
て
進
み
出
る
と
、「
厳
鎮
東
ど
の
の
お
目
通
り
」
と
称
す
る
の
が

見
え
た
。
た
ち
ま
ち
一
人
の
お
と
こ
が
や
っ
て
来
た
。
姿
は
と
て
も
端
正

で
、
儀
状
は
ず
ら
ず
ら
と
連
な
り
、
末
座
か
ら
敬
礼
し
た
う
え
で
こ
う
名

乗
っ
た
。「
そ
れ
が
し
は
七
里
を
住
ま
い
と
し
、
こ
の
あ
た
り
一
帯
の
土

地
を
統
べ
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
法
師
が
や
っ
て
来
ら
れ
た
と
承

り
、
わ
ざ
わ
ざ
ご
挨
拶
に
参
上
し
た
。
富
陽
県
の
民
が
昨
冬
、
麓
山
の

下
を
掘
り
崩
し
て
煉
瓦
を
作
り
、
龍
の
住
ま
い
を
侵
害
し
破
壊
し
た
た

め
、
龍
ど
も
が
一
斉
に
憤
慨
し
、
三
百
日
間
に
わ
た
っ
て
雨
を
降
ら
さ
な

い
こ
と
に
し
た
。
今
で
は
す
で
に
百
日
余
り
と
な
り
、
井
戸
や
池
の
水
は

か
ら
か
ら
に
干
上
が
り
、
田
植
え
は
さ
っ
ぱ
り
で
き
ぬ
。
法
師
は
神
と
感

通
す
る
道
と
徳
を
備
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
ひ
と
つ
曲
げ
て
ご
足
労
を
願

い
た
い
。
き
っ
と
感
応
に
よ
っ
て
雨
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
民
衆
を
恵
み
の
雨
に
潤
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
功
徳
は
あ
な
た
に
帰

す
る
の
だ
」。
曇
超
「
雲
を
湧
か
せ
雨
を
降
ら
せ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
そ

な
た
の
力
量
な
の
だ
。
拙
僧
に
何
が
で
き
よ
う
か
」。
神
「
そ
れ
が
し
の

手
下
の
者
は
た
だ
雲
を
湧
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
雨
を
降
ら
せ

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
れ
で
お
願
い
す
る
の
だ
」。
か
く
て
引
き
受
け
る
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す
虎
が
う
な
り
声
を
挙
げ
た
。
僧
光
は
山
の
南
で
一
つ
の
石
室
を
見
つ
け

る
と
、
そ
の
ま
ま
そ
の
中
に
止
ま
り
、
安
ら
か
に
坐
禅
し
て
合
掌
し
、
そ

こ
を
心
を
栖
ま
わ
せ
る
場
所
と
き
め
た
。
翌
朝
に
な
っ
て
雨
は
止
み
、
そ

こ
で
村
に
入
っ
て
乞
食
し
、
夕
方
に
ま
た
山
中
に
戻
っ
た
。
三
日
が
経
っ

て
、
夢
の
中
に
山
神
が
現
れ
、
虎
の
姿
と
な
っ
た
り
、
蛇
の
姿
と
な
っ
た

り
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
や
っ
て
来
て
僧
光
を
お
じ
け
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
が
、

僧
光
は
ま
っ
た
く
恐
れ
る
様
子
が
な
い
。
三
日
が
経
っ
て
、
ま
た
夢
の
中

に
山
神
が
現
れ
、
章
安
県
の
寒
石
山
に
移
り
住
ま
う
こ
と
と
す
る
か
ら
、

こ
の
石
室
を
譲
っ
て
あ
な
た
に
差
し
上
げ
る
と
自
ら
語
っ
た
。
そ
の
後
、

薪
採
り
の
者
が
道
を
通
っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
出
家
在
家
の
者
が
敬
っ

て
仕
え
、
禅
定
に
あ
こ
が
れ
て
修
行
に
や
っ
て
来
る
者
が
茅
葺
き
の
庵
を

石
室
の
側
に
起
て
、
次
第
に
寺
院
と
し
て
の
か
た
ち
が
整
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
で
隠
岳
と
名
づ
け
た
。

    

⑭
梁
・
慧
皎
撰
述
『
高
僧
伝
』
巻
五
、
義
解
二
、
釈
曇
翼
伝
（
大
正
蔵
五
十
、

三
五
五
ｃ
）

後
入
巴
陵
君
山
伐
木
。
山
海
経
所
謂
洞
庭
山
也
。
山
上
有
穴
通
呉
之
苞
山
。

山
既
霊
異
人
甚
憚
之
。
翼
率
人
入
山
。
路
値
白
蛇
数
十
臥
遮
行
轍
。
翼
退

還
所
住
。
遥
請
山
霊
為
其
礼
懺
。
乃
謂
神
曰
。
吾
造
寺
伐
材
幸
願
共
為
功

徳
。
夜
即
夢
見
神
人
告
翼
曰
。
法
師
既
為
三
宝
須
用
。
特
相
随
喜
。
但
莫

令
餘
人
妄
有
所
伐
。
明
日
更
往
路
甚
清
夷
。
於
是
伐
木
沿
流
而
下
。
其

帛
僧
光
。
或
云
曇
光
。
未
詳
何
許
人
。
少
習
禅
業
。
晋
永
和
初
遊
於
江

東
投
剡
之
石
城
山
。
山
民
鹹
云
。
此
中
旧
有
猛
獣
之
災
及
山
神
縦
暴
人
蹤

久
絶
。
光
了
無
懼
色
。
雇
人
開
剪
。
負
杖
而
前
。
行
入
数
里
。
忽
大
風
雨

群
虎
号
鳴
。
光
於
山
南
見
一
石
室
。
仍
止
其
中
安
禅
合
掌
以
為
栖
神
之
処
。

至
明
旦
雨
息
。
乃
入
村
乞
食
。
夕
復
還
中
経
三
日
乃
夢
見
山
神
。
或
作
虎

形
或
作
蛇
身
。
競
来
怖
光
。
光
一
皆
不
恐
。
経
三
日
又
夢
見
山
神
。
自
言
。

移
往
章
安
県
寒
石
山
住
。
推
室
以
相
奉
。
爾
後
薪
採
通
流
道
俗
宗
事
。
楽

禅
来
学
者
起
茅
茨
於
室
側
。
漸
成
寺
舎
。
因
名
隠
岳
。
光
毎
入
定
輒
七
日

不
起
。
処
山
五
十
三
載
。
春
秋
一
百
一
十
歳
。
晋
太
元
之
末
。
以
衣
蒙
頭

安
坐
而
卒
。
衆
僧
鹹
謂
依
常
入
定
。
過
七
日
後
怪
其
不
起
。
乃
共
看
之
顔

色
如
常
。
唯
鼻
中
無
気
。
神
遷
雖
久
而
形
骸
不
朽
。
至
宋
孝
建
二
年
。
郭

鴻
任
剡
入
山
礼
拝
。
試
以
如
意
撥
胸
。
颯
然
風
起
衣
服
銷
散
。
唯
白
骨
在

焉
。
鴻
大
愧
懼
収
之
於
室
。
以
甎
畳
其
外
而
泥
之
。
画
其
形
像
於
今
尚
存
。

    

帛
僧
光
、
一
名
は
曇
光
は
ど
こ
の
人
で
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
若
く

し
て
禅
定
を
修
行
し
、
東
晋
の
永
和
（
三
四
五
─
三
五
六
）
の
初
め
に

江
南
に
旅
を
し
、
剡
の
石
城
山
に
投
じ
た
。
山
の
住
民
は
口
を
そ
ろ
え
て
、

山
中
に
は
以
前
か
ら
猛
獣
の
被
害
が
あ
り
、
ま
た
山
神
は
乱
暴
狼
藉
を
は

た
ら
い
て
久
し
く
人
跡
を
絶
っ
て
い
る
と
語
っ
た
が
、
僧
光
は
ま
っ
た
く

懼
れ
る
色
は
な
く
、
人
を
雇
っ
て
道
を
切
り
開
か
せ
、
杖
を
背
に
し
て
進

ん
だ
。
進
む
こ
と
数
里
に
し
て
、
突
然
激
し
い
風
雨
と
な
り
、
群
れ
を
な
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こ
の
よ
う
に
、
山
は
、
命
が
け
の
修
行
の
場
で
あ
り
、
神
や
妖
怪
に
出
会
う

危
険
な
場
所
で
も
あ
っ
た
。
霊
異
や
感
応
や
悟
り
を
与
え
ら
れ
る
福
徳
に
預
か

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
半
可
な
覚
悟
で
行
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

翻
っ
て
、
憶
良
の
「
倍
俗
先
生
」
の
姿
勢
を
見
る
と
、「
身
体
」
は
「
塵
俗
」

に
あ
り
、妻
子
を
気
に
か
け
、「
修
行
得
道
の
聖
」
の
境
地
と
は
ほ
ど
遠
い
。「
倍

俗
先
生
」
の
「
惑
情
」
は
、
歌
に
あ
る
「
大
君
」
の
「
国
の
ま
ほ
ら
」
と
い
う

国
土
観
・
国
家
観
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

反
歌
の
「
家
に
帰
り
て
業
を
為
ま
さ
に
」
と
い
う
感
慨
は
、
山
で
の
修
道
な

ど
到
底
不
可
能
な
苦
い
断
念
の
感
覚
が
横
溢
し
た
語
と
し
て
読
め
る
。
そ
れ
は

仏
道
修
行
の
場
と
し
て
の
「
山
」
の
神
性
を
熟
知
し
た
上
で
の
表
現
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
安
易
な
「
亡
命
山
沢
」
に
は
悲
惨
な
末
路
が
待
っ
て
い
る
こ

と
も
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

四
、
ま
と
め

山
上
憶
良
の
作
品
に
漢
籍
・
仏
典
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
え
る
際
に
は
、
単

に
語
句
を
引
用
し
て
利
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
漢
籍
・
仏
典
の
世
界

観
や
思
想
も
充
分
咀
嚼
し
て
読
解
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
主
と
し
て
憶
良
と
仏
教
の
世
界
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
注
目
し
た
。

仏
典
（
仏
教
的
知
性
の
著
作
物
）
に
お
い
て
は
仏
陀
の
志
向
す
る
悟
り
の

中
伐
人
不
免
私
窃
。
還
至
寺
上
翼
材
已
畢
。
餘
人
所
私
之
者
悉
為
官
所
取
。

其
誠
感
如
此
。

そ
の
後
、
巴
陵
の
君
山
に
入
っ
て
樹
木
を
伐
採
し
よ
う
と
し
た
。『
山

海
経
』
に
洞
庭
山
と
あ
る
も
の
で
あ
り
、
山
の
上
に
洞
穴
が
あ
っ
て
呉
の

苞
山
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
山
は
霊
異
が
あ
る
の
で
、
人
々
は
と
て
も
恐

れ
憚
っ
た
。
曇
翼
が
人
々
を
引
き
連
れ
て
山
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
道
中
で

数
十
匹
の
白
蛇
に
出
会
い
、
寝
そ
べ
っ
て
行
く
手
を
遮
っ
て
い
る
。
曇
翼

は
所
住
の
寺
に
引
き
返
し
、
遥
か
に
山
の
神
霊
を
招
い
て
礼
拝
懺
悔
を

行
っ
た
う
え
、
神
に
言
っ
た
。「
私
は
寺
を
造
作
す
る
た
め
に
材
木
を
伐

採
す
る
の
で
す
。
ど
う
か
願
わ
く
は
と
も
に
功
徳
を
な
し
た
ま
わ
ん
こ

と
を
」。
そ
の
夜
、
さ
っ
そ
く
夢
に
神
人
が
現
れ
て
曇
翼
に
告
げ
た
。「
法

師
は
三
宝
の
た
め
に
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
り
わ
け
随
喜
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
ほ
か
の
者
た
ち
に
み
だ
り
に
伐
採
さ
せ
て
は
な
ら

ぬ
」。
翌
日
あ
ら
た
め
て
出
か
け
る
と
、
道
路
は
と
て
も
清
浄
で
平
坦
で

あ
る
。
か
く
し
て
樹
木
を
伐
採
し
、
流
れ
に
沿
っ
て
下
っ
た
が
、
伐
採
者

の
中
に
こ
っ
そ
り
く
す
ね
よ
う
と
す
る
人
間
が
混
っ
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
寺
ま
で
戻
り
曇
翼
の
材
木
は
す
で
に
す
っ
か
り
片
づ
け
ら

れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
人
間
が
私
物
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
そ
っ
く
り

お
上
に
没
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
ひ
た
む
き
な
心
の
感
応
は
か
く
の

通
り
で
あ
っ
た
。
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〈
完
全
世
界
〉
の
方
向
性
が
あ
り
、
そ
の
形
に
す
べ
て
の
表
現
が
収
束
し
て
い

く
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、（
詩
歌
な
ど
の
）
創
作
を
、
衆
生
を
信
仰
に
導

く
道
具
と
し
て
見
る
か
、
あ
る
い
は
煩
悩
の
産
物
と
し
て
全
否
定
す
る
見
方
が

あ
り
う
る
。
憶
良
の
詩
歌
作
品
は
、
詩
歌
を
信
仰
の
道
具
と
割
り
切
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
完
全
に
現
実
か
ら
遊
離
し
た
理
想
世
界
の
み
を
描
く
こ
と
も
で

き
ず
、
矛
盾
と
苦
悩
の
世
界
を
作
品
上
で
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
憶
良

の
作
品
世
界
の
特
異
性
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
そ
の
よ
う
な
認

識
を
獲
得
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、『
懐
風
藻
』
に
は
奈
良
朝
後
期
の
僧
で
あ
る
釈
道
融
の
「
山
中
」
と

題
す
る
詩
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
山
沢
修
行
の
僧
に
よ
る
心
境
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

山
中
今
何
在
。
倦
禽
日
暮
還
。

草
廬
風
湿
裏
。
桂
月
水
石
間
。

残
果
宜
遇
老
。
衲
衣
且
免
寒
。

茲
地
無
伴
侶
、
携
杖
上
峯
巒
。（
詩
番
一
一
一）

11
（

）

こ
こ
か
ら
は
僧
の
山
中
修
行
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
今
は
山
中
の
ど
こ
に
い

る
の
か
、
鳥
た
ち
は
日
暮
れ
に
は
家
に
帰
る
が
、
我
が
身
は
帰
る
家
も
な
く
、

草
の
庵
に
は
湿
っ
た
風
が
吹
き
込
む
の
だ
と
い
う
。
残
っ
た
木
の
実
で
老
い
の

腹
を
満
た
し
、
薄
い
僧
服
が
寒
さ
を
逃
れ
る
こ
と
だ
と
い
い
、
こ
の
厳
し
い
修

行
に
は
伴
侶
も
な
く
、
さ
ら
に
杖
を
つ
い
て
高
み
へ
と
上
る
の
だ
と
い
う
。
こ

の
道
融
に
み
る
山
林
修
道
の
静
寂
な
心
境
に
対
し
て
、
倍
俗
先
生
の
修
行
へ
の

注（
１
）
渡
部
和
雄
・
中
西
進
氏
の
説
。
中
西
進
『
山
上
憶
良
』（
中
西
進
万
葉
論
集
８
、

講
談
社
、
一
九
九
六
年
。
単
行
本
初
出
は
一
九
七
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
吉
田
孝
「
貧
窮
問
答
歌
の
背
景
」（「
日
本
歴
史
」
四
九
〇
号
、一
九
八
九
年
三
月
）。

特
に
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）
渡
部
和
雄
・
中
西
進
。（
１
）
前
掲
書
参
照
。

（
４
）
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
と
大
和
文
化
」（
辰
巳
正
明
編
『『
万
葉
集
』
と
東
ア
ジ
ア
』

古
代
文
学
と
隣
接
諸
学
９
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
５
）
概
念
と
し
て
の
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国

家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）、
同
『
古
代
東
ア

ジ
ア
世
界
と
日
本
』（
李
成
市
編
、
岩
波
現
代
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）

参
照
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
上
代
文
学
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
辰
巳

正
明
「
万
葉
集
と
東
ア
ジ
ア
」（『
万
葉
集
と
中
国
文
学 

第
二
』
笠
間
書
院
、
一

九
九
三
年
）
が
あ
る
。

（
６
）
本
文
は
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』（
講
談
社
文
庫
）
よ
り
。
引
用
文
中

の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
。
以
下
同
じ
。

（
７
）
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』。

（
８
）
井
村
哲
夫
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
五
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）。

（
９
）
芳
賀
紀
雄
「
理
と
情
─
憶
良
の
相
剋
」（『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』

塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
（1
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）。

（
（（
）
稲
岡
耕
二
『
万
葉
集
』（
和
歌
文
学
大
系
、
明
治
書
院
）。

困
難
は
、
憶
良
の
社
会
性
や
世
俗
性
か
ら
捉
え
ら
れ
た
家
族
と
い
う
儒
教
の
思

想
と
の
対
立
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
融
が
山
林
へ
と
向
か
う
前
の

世
俗
を
棄
て
る
苦
し
み
の
世
界
が
倍
俗
先
生
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
11
）
深
山
で
修
行
し
た
僧
が
死
を
迎
え
る
話
は
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一
縁
に
も

あ
る
。
死
ん
で
も
髑
髏
の
中
の
舌
が
腐
ら
ず
経
典
を
唱
え
続
け
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

（
11
）辰
巳
正
明『
懐
風
藻
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、二
〇
一
二
年
）。
道
融
の「
伝
」に
は「
昔

母
の
憂
い
に
丁
り
、山
寺
に
奇
住
す
」
と
あ
り
、山
林
修
行
へ
の
志
向
が
強
く
あ
る
。

（
（1
）
沢
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』・
新
編
全
集
な
ど
。

（
（1
）（
（（
）
稲
岡
前
掲
書
。

（
（1
）（
６
）
中
西
前
掲
書
。

（
（1
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
。

（
（1
）（
６
）
中
西
前
掲
書
。

（
（1
）
辰
巳
正
明
「
倍
俗
先
生
と
得
道
の
聖
」（『
万
葉
集
の
歴
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇

一
一
年
）。

（
（1
）
辰
巳
（
（1
）
前
掲
論
文
。

（
（1
）
辰
巳
（
（1
）
前
掲
論
文
。

（
11
）
辰
巳
（
（1
）
前
掲
論
文
。

（
1（
）
古
代
日
本
の
仏
教
に
つ
い
て
、
一
元
的
に
「
国
家
仏
教
」
と
称
す
る
こ
と
へ
の

批
判
は
、
吉
田
一
彦
氏
に
あ
る
（『
古
代
仏
教
を
よ
み
な
お
す
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
11
）
辰
巳
正
明
『
悲
劇
の
宰
相 

長
屋
王
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
講
談
社
、
一
九
九

四
年
）
な
ど
。

（
11
）
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
続
日
本
紀
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）。

以
下
同
じ
。

（
11
）
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
『
律
令
』（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

傍
線
部
の
原
文
は
「
亡
命
山
沢
」。

（
11
）
多
数
の
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
井
上
薫
編
『
行
基
事
典
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九

九
七
年
）
参
照
。

（
11
）
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
続
日
本
紀
』
二
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
）。

（
11
）
中
田
祝
夫
校
注
（『
日
本
霊
異
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九

九
五
年
）。

（
11
）『
高
僧
伝
』
の
現
代
語
訳
は
、
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
』
一
～
四
（
岩

波
文
庫
、
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇
年
）。
以
下
同
じ
。




